
 

 

予算総則に規定した事項に係る予算の実施結果 

 

 2025（令和７）事業年度原子力発電環境整備機構予算総則（以下「総則」という。）

に規定した事項に係る予算の実施結果は、次のとおりである。 

 

１．総則第 2 条に規定する 2025（令和７）事業年度において債務を負担することがで

きる限度額及び債務負担額は、次のとおりである。 

 

第一種最終処分業務勘定                  （単位：百万円） 

事     項 債務負担限度額 債務負担額 

技術開発に必要な経費 4,796 3,920 

広報活動に必要な経費 249 195 

合     計 5,045 4,116 
（注１）計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。  

（注２）＜－＞の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、＜０＞の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。  

 

第二種最終処分業務勘定                  （単位：百万円） 

事     項 債務負担限度額 債務負担額 

技術開発に必要な経費 1,290 1,054 

広報活動に必要な経費 68 52 

合     計 1,358 1,106 
（注１）計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。  

（注２）＜－＞の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、＜０＞の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。  

 

 

２．総則第 3 条に規定する経費は役職員給与で、この経費について流用及び予備費の使

用は行わなかった。 

 

３．総則第 4 条に規定する経費は役職員給与で、この経費について翌事業年度への繰り

越しは行わなかった。 

 

４．総則第 5 条の規定において長期借入金及び短期借入金の借入限度額は設定しておら

ず、長期借入金及び短期借入金の借入れは行わなかった。 

 

５．総則第 6 条に規定する収入支出予算の弾力条項の適用は、該当がなかった。 

 

６．総則第 7 条に規定する給与等の制限に対しては、該当はなかった。 




